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世界市民法廷とア ジア 人権裁判所の 設立に つ い て

金 子 利 喜 男 （札幌大学）

　現在、世 界各国は、自国が同意 しな い か ぎ り、

原則として 、い か なる国際裁判所の 裁判管特権を

も受諾する義務が な い 。 そ の 結果、国際法の 独善

的な解釈 と適用が、国際問題を長期に わた っ て未

解決の まま長引か せ 、 ある い は内政干渉、武力行

使、残虐 行為 ま で 至 る も、法的 に は訴追 され ない

無法状態 を生 ん で きた。こ の よ うな 社会は、ある

意味で は、群雄また は専制君主が割拠 して い た時

代 の 世界に 似 て い る。21世紀に 入 っ て も、国際社

会の分野で は 、 原始時代や封建時代 の 要素が残存

して い る 。

　われわ れ 5名の 日本人 は 、か か る 世界 の 専横に

もは や耐え られ ず、2000 年 5 月、中 立 的か つ 普遍

的な世 界市民法廷 を創建 し、そ こ で は世界の い か

なる市民 も、い か なる時、い か なる場所か ら も、

国際法 の 侵犯者を訴追で き、か つ 被告が出廷 しな

くとも、法 的判断を下すこ とが で きる国際的な常

設機構を創設した 。 世界市民法廷 （WOCIT ）は、

全人類 的性格 をおび て い る。た とえば、世界市民

法廷 の 判事数は 、 3 分の 1 まで が 国家推薦枠であ

る。判事 の 推薦権 で は、た と えば、都道府県市町

村な どの 地方自治体 の 首長 が 、大 きな比重 を占め

て い る 。 手続きは、イ ン ターネ ッ トを駆使 し、世

界的規模で 行わ れ る 。 WOCIT は、現段階 にお い

て 暫定裁判所の 形態で存在 し、それ はすで に 10の

国際的事件を受理 した 。 そ の なか で 、ア ジ ア に関

係す る の は、 1 ） 日本、ロ シ ア、ア イ ヌ 民族間の

領土問題 ； 2 ）イ ン ド、パ キ ス タ ン 、中国が 関 わ

る カ シ ミー
ル 問題 ； 3 ）中国、ベ トナ ム 、マ レ

ー

シ ア、フ ィ リピ ン、台湾等が関わる南 シ ナ海上諸

島の 領有権問題 ； 4） 日本と韓国間の 竹島領有権

問題 な ど で あ る 。 カ シ ミ
ー

ル 事件 に つ い て 、

WOCIT は、イ ン ドとパ キ ス タ ン 両首脳 に た い し、

核戦争の 挙に走 らな い よ う 3 回 にわた り緊急措置

を勧告 した 。WOCIT 付属 ア ジ ア 人権裁判所

（WOCIHRAC 一仮称）は バ ン グ ラ デ ィ シ ュ 人権

委員会 の 事務総長 ・サイ フ ル ・デ ィ ル ダー氏 （私

の 発表当日、環日本海学会に 表敬訪問予 定）が 、

WOCIT ア ジ ア 総会準備委員会 の 委員長 に 立 候補

した ため 、現実性を お びて きた。私が構想し て い

る WOCIHRAC の 骨子 は、以下 の 通 りで あ る 。

1）現存 の 暫定裁判所に かんす る諸規則を準用 し、

　WOCIHRAC も暫定裁判所 （IC）の形態か ら出

　発す る が、ア ジ ア 地域 （ロ シ ア の ア ジア 部 をふ

　 くむ）の 国際法上 の 人権問題に か んする訴状だ

　け を受理 する 。

2 ）IC は、中立的訴状 だけを受理す る。原告が被

　告を
．一
方的に非難する

一
方的訴掛に つ い て 、IC

　は 、提訴人が他 の 当事者の 意見を も併記す る こ

　と、非難的質問を中立化する （たとえば、「紛

　争当事者は 、 い か な る権利 と義務を有す るか」

　とい うように、表現 を和 らげる）こ とを求め る

　 こ とが で きる 。

3）事実調査報告書は 、ICの 段 階 で は、従 来 と 同

　 じく多元 的 （複眼的） に 作 成し、報告書 の 作成

　に あた っ て は、事実と法に つ い て 、提訴人も、

　ICも、 それを断定 してはな らな い 。

4）事 実 と法 に つ い て 、最終的 に判断する の は、

　ICで はなくて 、 将来15名の 国際法の 専門家に よ

　っ て構成され る WOCIHRAC で あ る 。 現在 まで 、

　ア ジ ア 地域 に は、そ こ に 共通す る 常設 国際裁判

　が ひとつ も存在 しなか っ た こ とを鑑み る なら、

　ア ジ ア 人権裁判所 の 設立 じた い 、ア ジ ア 法治社

　会 の 発展に お い て
一

里塚を印すもの となろ う。
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